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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01-0123-4
桑歯123

小川歯科医院 〒511-0851
桑名市大字西別所１２０
０－３１３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1264号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第986号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第615号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第650号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第467号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第299号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第652号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第252号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第250号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
光学印象
　　　（光印象）第167号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第877号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1646号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

02-0575-3
四歯575

四日市はぎのや歯科・
矯正歯科・口腔機能ク
リニック

〒510-0829
四日市市城西町６６０番
１

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第614号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第649号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第187号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
地域医療連携体制加算
　　　（歯地連）第298号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第155号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第75号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第285号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第128号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第249号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第120号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
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03-0062-0
鈴歯62

大谷歯科医院 〒513-0801
鈴鹿市神戸９－９－１３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1139号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

03-0183-4
鈴歯183

ももい歯科 〒513-0809
鈴鹿市西条五丁目６８

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第987号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第651号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第878号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1647号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

03-0537-1
鈴歯537

にじのそら矯正歯科・
鈴鹿

〒513-0816
鈴鹿市南玉垣町７１１０

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第297号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

07-0158-7
松歯158

浜瀬歯科 〒515-0084
松阪市日野町６２６

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第298号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日


